
※特に記述のない限り、参加費や申
　込みは不要です
※各種相談は無料で、秘密は固く守
　られます

暮らし 

　　の

情 報

暮らしに役立つ情報のコーナー

生
活
・
お
知
ら
せ

法
律
・
相
談

■
無
料
法
律
相
談

日
時
／
毎
月
第
３
木
曜
日
（
2
月
16
日
、

３
月
16
日
、
4
月
20
日
）

　
　
13
時
～
16
時

場
所
／
桂
川
町
住
民
セ
ン
タ
ー

内
容
／
各
種
法
律
相
談
に
弁
護
士
が
対
応

　
※
町
民
対
象
・
1
人
に
つ
き
1
年
度（
4
月

　
　
～
3
月
）に
1
回
30
分
の
み
。

そ
の
他
／
前
日
ま
で
に
要
予
約（
先
着
６
人
）

予
約
・
問
合
先
／
桂
川
町
役
場 

総
務
課 

庶
務
係
　
☎
６
５
・
１
１
０
０

■
解
雇
・
雇
止
め
集
中
相
談
会

　

解
雇
・
雇
止
め
、
そ
の
他
労
働
問
題
に

関
す
る
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
ま
た
、

労
働
問
題
で
疑
問
や
心
配
事
を
抱
え
て
い

る
事
業
主
か
ら
の
相
談
も
お
受
け
し
ま
す
。

一
人
で
悩
ま
ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
／
２
月
28
日
㈫
・
3
月
1
日
㈬

　
両
日
と
も
に
9
時
～
20
時
（
受
付
は
19

時
30
分
ま
で
）

場
所
／
福
岡
県
筑
豊
労
働
者
支
援
事
務
所

対
象
者
／
労
働
者
、
事
業
主

そ
の
他
／
相
談
無
料
。
来
所
面
談
、
電
話

相
談
の
ど
ち
ら
で
も
可
。
予
約
優
先
。

問
合
先
／
福
岡
県
筑
豊
労
働
者
支
援
事
務
所

　

☎
０
９
４
８
・
２
２
・
１
１
４
９

■
司
法
書
士
に
よ
る
「
返
済
に
お
困

り
の
方
の
た
め
の
電
話
相
談
会
」

　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
日
々
深
刻
さ
を
増
す

昨
今
の
経
済
状
況
を
踏
ま
え
、
多
重
債
務

（
借
金
）
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
司
法
書

士
が
電
話
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
会

当
日
以
降
も
同
番
号
に
て
平
日
18
時
～
20

時
ま
で
相
談
可
能
で
す
。

日
時
／
3
月
18
日
㈯
　
10
時
～
16
時

相
談
方
法
／
電
話
相
談
（
無
料
）

主
催
／
福
岡
県
司
法
書
士
会
・
福
岡
県
青

年
司
法
書
士
協
議
会

問
合
先
／
福
岡
県
司
法
書
士
会
事
務
局

　

☎
０
９
2
・
7
２
２
・
４
１
３
１

　
（
平
日
10
時
～
16
時
）

■
法
テ
ラ
ス
福
岡 

無
料
法
律
相
談
会

日
時
／
令
和
5
年
4
月
～
令
和
6
年
3
月

各
月
の
第
3
木
曜
日
　
13
時
～
16
時

場
所
／
福
岡
法
務
局
　
飯
塚
支
局

そ
の
他
／
各
回
、
先
着
6
名
ま
で
受
付
。

相
談
時
間
30
分
。
利
用
条
件
が
あ
る
の
で
、

電
話
予
約
時
に
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

予
約
・
問
合
先
／
法
テ
ラ
ス
福
岡

　

☎
０
５
０
・
３
３
８
３
・
５
５
０
２

　
（
平
日
9
時
～
17
時
）

■
ご
み
処
理
施
設
再
編
の
お
知
ら
せ

　「
広
報
け
い
せ
ん
」
令
和
3
年
3
月
号
に

て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
本
町
が

加
入
す
る
「
ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施

設
組
合
」
で
は
、
環
境
施
設
等
再
編
整
備

基
本
構
想
に
基
づ
き
、
令
和
5
年
４
月
よ

り
管
内
の
4
つ
の
可
燃
ご
み
処
理
施
設
を
、

飯
塚
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
と
本
町
の

「
桂
苑
」
に
集
約
し
ま
す
。

　
こ
の
変
更
に
お
い
て
、
桂
川
町
で
の

ご
み
収
集
日
や
分
別
方
法
に
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
地
域
の
廃
品
回
収
や
リ
サ
イ
ク
ル

ボ
ッ
ク
ス
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
り
、
ご
み

の
減
量
化
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

暮らし の 情報

■
後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者
へ

　

年
に
一
度
は
健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
令
和
4
年
度
健
康
診
査
の
受
診
期
限
は

令
和
5
年
3
月
31
日
で
す
。
ま
だ
受
診
さ

れ
て
い
な
い
方
で
受
診
を
希
望
す
る
方

は
、お
早
め
に
医
療
機
関
に
予
約
の
う
え
、

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
受
診
に
つ

い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
発
生
状
況
を
踏
ま
え
、
医
療
機
関
に
あ

ら
か
じ
め
電
話
に
て
ご
相
談
の
う
え
、
ご

検
討
く
だ
さ
い
。

持
参
物
／
〇
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
ま

た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
※
1

　
〇
５
０
０
円
（
自
己
負
担
金
）

　
〇
受
診
票
（
広
域
連
合
郵
送
）
※
2

　
※
1 
被
保
険
者
証
の
代
わ
り
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
た
め

に
は
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

健
診
実
施
医
療
機
関
に
よ
り
、
利
用
が

で
き
な
い
医
療
機
関
も
あ
り
ま
す
。

　
※
2 

受
診
票
は
令
和
4
年
４
月
末
現

在
で
被
保
険
者
の
方
に
は
４
月
下
旬
～

５
月
上
旬
に
、
令
和
4
年
５
月
以
降
に

75
歳
に
な
る
方
は
誕
生
月
の
10
日
頃
に

送
付
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
受
診
票
の

再
発
行
に
は
、
1
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま

す
の
で
、お
早
め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先
／
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合 

☎
０
９
２
・
６
５
１
・
３
１
１
１

　
　

０
９
２
・
６
５
１
・
３
９
０
１
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